
平成32年度：滋賀県再犯防止推進事業 効果検証

●再犯防止推進会議
【国、県、更生保護関係者に

おける再犯防止
施策の現状と
課題等の
情報共有】

保護観察所、検察庁、
刑務所、少年鑑別所、
協力雇用主、就労支援
事業者機構、保護司会、
更生保護女性連盟、
更生保護施設、弁護士会、
労働局、精神保健福祉Ｃ、
地域生活定着支援Ｃ、
社会福祉士会、県社協、
犯罪被害者支援Ｃ、
県警

【H30：ﾓﾃﾞﾙ事業協議】
【H31：ﾓﾃﾞﾙ事業中間評価】
【H32：ﾓﾃﾞﾙ事業効果検証】

●再犯防止県庁窓口：健康福祉政策課

体 制 モデル事業

計 画

検 証

○刑務所出所者等の社会復帰
支援に関する連絡調整会議

【庁内】
健康福祉政策課、人事課、
県民活動生活課、障害福祉課、
薬務感染症対策課、子ども・
青少年局、労働雇用政策課、
監理課、住宅課、管理課、
幼小中教育課

計
画
検
討

●滋賀県社会福祉審議会

連 携

○再犯防止実態把握調査員

実態調査

・更生保護・福祉関係者
・特別調整対象者、
刑事手続段階における
高齢者・障害者
委託：社会福祉法人グロー

・就労・断薬支援対象者
委託：更生保護法人滋賀県

更生保護事業協会

・福祉事業所等の支援者
委託：公益社団法人滋賀県

社会福祉士会

●刑事手続段階における
高齢者・障害者入口支援事業
・支援対象者とその関係者に対する支援

・支援の検討にかかる会議等の開催

・地域内ケアの実施および準備

●再犯防止地域支援員設置事業
・協力雇用主の新規開拓、名簿管理

・協力雇用主の実雇用に関する相談、

研修会等

・薬物事犯者への断薬支援

●事業所等相談アドバイス事業
・支援者からの電話相談

・事例検討会および専門検討会
・寄り添いアドバイス

・雇用主、福祉事業所関係者向け研修会

○再犯防止推進計画検討専門分科会の設置
・委員構成：地域福祉、生活困窮者支援、更生保護、被害者支援、医療、子ども・若者支援、居住支援
・所掌事務：計画の素案について調査・審議

○計画の検討における論点
(1)国・民間団体等の連携強化
(2)就労・住居の確保
(3)保健医療・福祉サービスの利用の促進
(4)非行の防止と矯正施設等と連携した修学支援の実施
(5)民間協力者の活動の推進、広報・啓発活動の推進

○計画策定スケジュール
・H30.5月：社会福祉審議会への諮問
・H30.6月～10月：第１回～第３回専門分科会
・H30.11月：社会福祉審議会の答申
・H31.1月：パブリックコメント
・H31.3月：議会報告、公表

県

諮問機関

【計画期間】
H31年度から５か年

平成30年度：滋賀県再犯防止推進計画 策定

平成31年度：滋賀県再犯防止推進事業 中間評価

情
報
共
有

滋賀県再犯防止推進事業 ～支え手よし・受け手よし・地域よしの再犯防止「三方よし」プロジェクト～

●受け手から支え手になる居場所と出番の整備

●支援者が頼れる地域支援ネットワークの構築

●地域の包括的支援との連携

⇒ 住民が安全で安心して暮らせる社会の実現へ

目指す姿

・生活困窮者自立支援
・地域生活定着支援センター
・無職少年等非行防止対策
・非行少年等立ち直り支援
・入札参加資格者審査加点制度
・保護観察対象者の直接雇用
・社会を明るくする運動 etc

反 映

取

組

・地域福祉支援計画
・障害者プラン
・淡海子ども・若者プラン etc

連
携

【事業期間：H30～H32年度、事業費（予定）：35,900千円（うち国庫27,770千円】

【H30.7～12月】


